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10月
（神無月） OCTOBER
10日・体育の日

従業員を増加させた場合に、増加従業員数
に20万円を乗じた金額を税額控除できる雇用
促進税制を適用するためには、一定期間内に
ハローワークに雇用促進計画を提出しなけれ
ばなりませんが、本年４月１日～８月31日ま
でに開始する事業年度については、10月31日
までの提出でよいとする経過措置があります。

国　税／9月分源泉所得税の納付 10月11日
国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月17日
国　税／8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）10月31日
国　税／2月決算法人の中間申告 10月31日
国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）10月31日
地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第三期分

納付 市町村の条例で定める日
労　務／労働者死傷病報告（7月〜9月分） 10月31日
労　務／労災の年金受給者の定期報告

（7月〜12月生まれ）10月31日
労　務／労働保険料第2期分の納付 10月31日

（労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

雇用促進税制の「計画」提出期限

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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生
前
贈
与
は
、
将
来
の
相
続
財
産

の
絶
対
量
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
り
、

相
続
税
の
節
税
に
役
立
ち
ま
す
。
ま

た
、
特
例
を
活
用
す
れ
ば
、
さ
ら
に

効
果
が
高
ま
り
ま
す
。

以
下
、
要
点
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

①

あ
げ
た
い
人
に
、
あ
げ
た
い
も

の
を
確
実
に
渡
せ
る
（
相
続
時
の

争
族
の
防
止
）。

②

贈
与
し
た
資
産
は
、
そ
の
後
に

相
続
税
の
評
価
額
が
ア
ッ
プ
し
て

も
相
続
税
に
影
響
し
な
い
。

③

贈
与
は
相
続
と
異
な
り
、
自
分

の
贈
っ
た
財
産
が
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
る
か
を
、
自
分
で
確
認
で
き

る
。

④

孫
へ
の
贈
与
は
相
続
を
一
回
パ

ス
す
る
こ
と
に
な
り
、「
世
代
飛
び

越
し
効
果
」
が
あ
る
。

贈
与
税
は
、
一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
贈
与

さ
れ
た
財
産
を
「
財
産
評
価
基
本
通

達
」
に
従
っ
て
評
価
し
、
課
税
価
格

の
合
計
額
か
ら
一
一
〇
万
円
の
基
礎

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
贈
与
税

率
を
適
用
し
て
税
額
を
算
出
し
、
翌

年
の
二
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま

で
に
申
告
・
納
付
し
ま
す
。

贈
与
税
率
は
、
相
続
税
率
よ
り
も

相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

贈
与
税
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

に
よ
り
相
続
税
負
担
よ
り
も
低
く
生

前
贈
与
で
き
ま
す
。

財
産
が
多
い
場
合
に
は
、
年
間
一

一
〇
万
円
の
贈
与
で
は
相
続
税
の
節

税
効
果
が
遅
く
小
さ
い
も
の
と
な
る

の
で
、
図
表
を
参
考
に
し
て
贈
与
財

産
の
金
額
ア
ッ
プ
を
検
討
す
る
の
も

良
い
で
し
ょ
う
。

＜設例１＞
Ａさんは、６月に父から200万円、11
月に母から100万円を贈与されまし
た。この場合の贈与税額はいくらに
なりますか。

（回答）
｛（200万円＋100万円）−

110万円｝×10％＝19万円

１
　
生
前
贈
与
の
メ
リ
ッ
ト

２
　
一
般
贈
与
の
計
算

３
　
節
税
分
岐
点
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次
の
三
つ
の
特
例
は
、
政
策
的
に

贈
与
税
の
負
担
を
大
幅
に
軽
減
・
免

除
又
は
先
送
り
す
る
制
度
な
の
で
、

是
非
、
活
用
し
た
い
も
の
で
す
。

a

贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

配
偶
者
か
ら
居
住
用
不
動
産
の
贈

与
を
受
け
た
場
合
は
、
基
礎
控
除
の

他
に
、
二
、
〇
〇
〇
万
円
が
控
除
さ

れ
ま
す
。

【
適
用
要
件
】

①

婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以
上
の
配

偶
者
か
ら
の
贈
与
で
あ
る
こ
と

②

居
住
用
不
動
産
又
は
居
住
用
不

動
産
を
取
得
す
る
た
め
の
金
銭
の

贈
与
で
あ
る
こ
と

③

贈
与
を
受
け
た
年
の
翌
年
三
月

十
五
日
ま
で
に
受
贈
者
の
居
住
の

用
に
供
し
、
か
つ
、
そ
の
後
引
き

続
き
居
住
の
用
に
供
す
る
見
込
み

で
あ
る
こ
と

④

過
去
に
、
今
回
の
贈
与
者
か
ら

の
贈
与
に
つ
い
て
、
こ
の
特
例
を

受
け
て
い
な
い
こ
と

s

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
の
非

課
税

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
そ
の
直
系
尊
属
か
ら
贈

与
に
よ
り
取
得
し
た
住
宅
取
得
等
資

金
に
つ
い
て
、
非
課
税
限
度
額
（
平

成
二
十
三
年
中
は
一
、
〇
〇
〇
万
円
）

ま
で
の
金
額
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
、

贈
与
を
受
け
た
年
の
合
計
所
得
金
額

が
二
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
で
あ
る
な

ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、

そ
の
非
課
税
限
度
額
ま
で
の
金
額
は

贈
与
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

d

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
選
択

①
　
制
度
の
概
要

贈
与
税
の
課
税
制
度
に
は
、「
暦

年
課
税
」
と
「
相
続
時
精
算
課
税
」

の
二
つ
が
あ
り
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
相
続
時
精

算
課
税
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
贈
与
時
に

贈
与
財
産
（
特
別
控
除
後
）
に
対

す
る
贈
与
税
を
納
め
、
そ
の
贈
与

者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
精
算
す
る

も
の
で
す
。

②
　
適
用
対
象
者

贈
与
者
は
六
五
歳
以
上
の
親
、

受
贈
者
は
贈
与
者
の
推
定
相
続
人

で
あ
る
二
〇
歳
以
上
の
子
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

③
　
そ
の
他

贈
与
財
産
の
種
類
、
金
額
、
贈

与
回
数
に
制
限
は
な
く
、
特
別
控

除
額
は
二
、
五
〇
〇
万
円
で
す
。

な
お
、
贈
与
者
ご
と
に
選
択
で

き
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
選
択
す
る

と
暦
年
課
税
に
戻
せ
ま
せ
ん
。

a

証
拠
を
残
し
て
お
く

①

預
金
通
帳
や
証
書
等
の
名
義
を

整
合
性
の
あ
る
も
の
に
し
、
印
鑑

は
贈
与
を
受
け
た
人
が
保
管
し
て

い
る
こ
と
。

②

契
約
書
に
よ
ら
な
い
贈
与
は
い

つ
で
も
取
消
し
可
能
（
民
法
五
五

〇
条
）
で
す
。
不
安
定
な
状
況
に

な
ら
な
い
た
め
に
も
契
約
書
は
必

ず
作
成
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

③
　
首
尾
一
貫
性

受
贈
し
た
財
産
は
、
受
贈
者
が

そ
の
財
産
の
管
理
等
を
す
る
の
が

当
然
で
あ
る
た
め
、
次
の
例
の
よ

う
に
そ
の
首
尾
一
貫
性
が
大
切
で

す
。

・
土
地
…
固
定
資
産
税
の
負
担

・
建
物
…
固
定
資
産
税
・
火
災
保
険

料
の
負
担

・
株
式
…
配
当
の
所
得
税
申
告

・
賃
貸
物
件
…
不
動
産
所
得
の
申
告

s

意
思
能
力

贈
与
は
契
約
で
あ
り
、
贈
与
者
の

贈
与
す
る
意
思
と
受
贈
者
の
贈
与
を

受
け
る
意
思
の
両
方
が
あ
っ
て
成
立

し
ま
す
。

そ
こ
で
、
通
常
、
中
学
生
以
上
な

ら
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
小
学
生
以

下
の
場
合
、
祖
父
母
か
ら
の
贈
与
を

受
け
た
預
金
通
帳
や
証
書
は
、
印
鑑

と
と
も
に
両
親
が
代
わ
っ
て
受
け
取

り
、
管
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。た

だ
し
、
一
般
的
に
小
学
生
以
下

の
場
合
、
意
思
能
力
が
備
わ
っ
て
い

な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

４
　
贈
与
税
の
特
例

５
　
贈
与
税
の
注
意
点
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定
期
金
に
関
す
る
権
利
は
、
例
え

ば
「
一
〇
年
間
に
わ
た
り
毎
年
一
〇

〇
万
円
ず
つ
の
給
付
を
受
け
る
権

利
」
の
よ
う
に
、
契
約
に
よ
り
あ
る

期
間
定
期
的
に
金
銭
等
の
給
付
を
受

け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

す
。各

年
に
お
い
て
贈
与
税
の
基
礎
控

除
額
以
下
で
贈
与
を
受
け
た
場
合
に

は
、
贈
与
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
例
え
ば
、
贈
与
者
と
の
間

で
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
年
一
〇

〇
万
円
ず
つ
贈
与
を
受
け
る
こ
と
が

約
束
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
年

ご
と
に
贈
与
を
受
け
る
と
考
え
る
の

で
は
な
く
、
約
束
を
し
た
年
に
、
一
、

〇
〇
〇
万
円
分
の
定
期
金
に
関
す
る

権
利
の
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
贈
与
税
が
課
税
さ

れ
る
か
否
か
は
、
そ
の
定
期
金
の
総

額
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

建設仮勘定に関する
仕入税額控除の取扱い

１　仕入税額の控除の時期
消費税の納付税額は、課税期間中の課税

売上高に係る消費税額から課税仕入高に係
る消費税額を差し引いて計算します。

このように、課税仕入高に係る消費税額
を差し引くことを仕入税額の控除といいま
す。

仕入税額の控除は、課税仕入れを行った
日の属する課税期間において行われます。

ここで、課税仕入れを行った日とは、資
産の譲受けや借受けをした日又は役務の提
供を受けた日であり、原則として、所得税
法又は法人税法で所得金額の計算をすると
きの資産の取得の日又は費用の計上時期と
同じです。
２　建設仮勘定に関する取扱い

通常、建設工事の場合は、工事の発注か
ら完成引渡しまでの期間が長期に及ぶた

め、工事代金の前払金又は部分的に引渡し
を受けた工事代金や経費の額を建設仮勘定
として経理することが一般的に行われてい
ます。そして、この建設仮勘定を、目的物
の全部が引渡しされたときに固定資産など
に振り替える処理が行われます。

消費税法では、このような建設仮勘定に
ついても、原則として物の引渡しや役務の
提供があった日の課税期間において課税仕
入れに対する税額の控除を行うこととして
います。

ただし、建設仮勘定として経理した課税
仕入れについて、物の引渡しや役務の提供
又は一部が完成したことにより引渡しを受
けた部分をその都度課税仕入れとしない
で、工事の目的物のすべての引渡しを受け
た日の課税期間における課税仕入れとして
処理しているときは、この方法も認められ
ます。

賃借した土地の改良費も借地権

借地権の取得価額には、土地の賃貸借
契約や転貸借契約に当たって、借地権の
対価として土地所有者又は借地権者に支
払った金額が含まれます。このほか、次
に掲げるような金額も含むものとされて
います。
a 賃借した土地の改良のためにした地
盛り、埋立て等の整地に要した費用の
額

s 土地の上にある建物等を取得した場
合に、その建物等の購入代価のうち借
地権の対価と認められる部分の金額

d 借地契約に当たり支出した手数料そ
の他の費用の額

f 建物等を増改築するに当たりその土
地の所有者等に対して支出した費用の
額
なお、sに掲げる金額が建物等の購入

代価のおおむね10%以下の金額であると
きは、これを区分せずに建物等の取得価
額に含めることも認められています。

定
期
金
に
関
す
る

権
利
の
贈
与


